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●４月３日、「新型コロナウイルス即応のための大規模な社会制限に関する保健大臣令（２

０２０年第９号）」が制定されました。 

●今後，この保健大臣令を根拠に，職場や公共の場での活動，公共機関等の分野について，

各地方政府が中央政府に大規模な社会制限の措置について申請し，保健大臣の了承が得ら

れれば，当該地方政府は申請内容に沿った大規模な社会制限を実施することができます。 

●東ジャワ州をはじめ当館管轄地域内の各地方政府においては、この大規模な社会制限に

当てはまるような措置がすでに取られていますが、そうした措置が実施されていない地方

においても、今後，この保健大臣令の根拠に活動制限が行われる可能性があります。 

●在留邦人の皆様におかれましては，所在の地方政府の動向に注意し，最新情報の入手に努

めてください。 

 

１ ４月３日、「新型コロナウイルス即応のための大規模な社会制限に関する保健大臣令

（２０２０年第９号）」が制定されました。この大臣令は、３月３１日に制定された「新型

コロナウイルス即応における大規模な社会制限に関する大統領令」の実施規定を定めたも

ので，今後，この保健大臣令を根拠に，各地方政府が中央政府に大規模な社会制限の措置に

ついて申請し，保健大臣の了承が得られれば，当該地方政府は申請内容に沿った大規模な社

会制限を実施することができます。社会制限の対象となる分野は以下のとおりです。 

（１）学校、職場 

（２）宗教活動 

（３）公共施設及び場所での活動 

（４）文化・社会活動 

（５）交通機関 

（６）その他の活動（防衛・治安分野を含む） 

  

２ 一方，本保健大臣令では大規模な社会制限の例外も定められています。たとえば，以下

の分野です。幹線道路の封鎖や物流の停滞は想定されていません。また，空港までの私用車

でのアクセスも基本的に制限されません。 

（１）社会生活上不可欠な産業・サービス（食料、電気、ガス、水道、エネルギー、医療、

経済、金融、通信、工業、輸出入、物流、ロジスティック、空港、港湾等） 

（２）一般の人々が使用する施設（スーパーマーケット、市場、レストラン、コンビニ、薬

局、ホテル、スポーツ施設） 

（３）運輸サービス（航空，海運，鉄道，私用車及び公的車両による幹線道路の利用（ただ



し乗客数制限あり），生活必需品や製造用部品，輸出入等の配送・輸送、工場への通勤バス

等。） 

  

３ これまでのメール（ 当館 HPにも掲載)でお知らせしているとおり，東ジャワ州をはじ

めとして各地方政府において、学校の休校(在宅学習)や多数の人が集まる行事の延期、不要

不急の外出や移動の自粛など、大規模な社会制限に当てはまるような措置がすでに実施さ

れていますが，これまでそうした措置が実施されていない地方においても、今後，この保健

大臣令を根拠に活動制限が行われる可能性があります。在留邦人の皆様におかれましては，

所在の地方政府の動向に注意し，最新情報の入手に努めてください。 

 

～以上～ 


